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１．本報告の位置づけ
（先行ご報告の流れを受けて）

カーボンニュートラル（CN）に向かう社会の変化

気候変動に関わる法政策の変容

気候変動訴訟と人権

＝全体に大きな波及効果を持つ
部分集合
・日本・世界の公害裁判に係る蓄積
・裁判の法政策形成機能・
社会への影響
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CN実現に向けた日本と法政策の課題



２．気候変動訴訟とその背景（１）傾向4

◆気候変動訴訟とは：
気候変動に対する緩和、適応及び気候科学に関する法又は事実を主要な争点とする訴訟（UNEP,2021）
＊多様な定義あり（気候変動問題がperipheral（周辺的）に扱われた場合を含むか否か、等）

(Setzer ＆ Higham, 2021)

2022.6月現在
アメリカ 1,423年
それ以外の国 564件
(sabin center database)



5 ２．気候変動訴訟とその背景（２）時期区分

時期区分 期間 特徴 具体例 世界の動き

第１期 ～2007 主にアメリカ・オーストラリアにおいて、
政府に対し、温室効果ガス排出規制等の環
境基準を求める行政訴訟が中心的に提起さ
れた

・Massachusetts v. EPA

・California v. General 

Motors Corp.

第２期 2007～

2015

国際社会における野心的な気候変動対策へ
の取り組みの欠如を埋める手段として、欧
米諸国を中心に、戦略的な訴訟の利用が増
加

・Native of Kivalina v. 

Exxon Mobil 

・VZW Klimaatzaak v. 

Kingdom of Belgium & 

Others

2007 IPCC_AR4
バリアクショ
ンプラン

2014 IPCC_AR5

第３期 2015～ 請求内容、当事者、提訴地等の多様化
訴訟件数の更なる急増

・Urgenda Foundation 

v. the State of the 

Netherlands

・Leghari v. Federation of 

Pakistan

・日本の気候変動訴訟４件

2015 パリ協定

2021 IPCC_AR6

(Setzer ＆ Higham, 2021)



３．人権問題を争点とする気候変動訴訟：前提6

【気候変動訴訟で従来たびたび問題とされてきた争点との関係】

争点 説明 人権との関係（私見）

①原告適格 気候変動影響が原告の個人的な権利・利益侵害
にあたるのか
あたる場合には、いかなる範囲の人々に原告適
格が認められるのか

原告との関係で固有性が問題になる
（行訴法９Ⅱにいう法律上の利益の解
釈）

②因果関係 被告の気候変動促進行為（温室効果ガスの排出
やその規制等）と、原告が主張する権利・利益
侵害の間に法的な因果関係が認められるか

被告における対立利益（私人：経済活動
の自由等、公的機関：権限の範囲等）が
問題になる

③損害ないし
義務の範囲

仮に①②が認められた場合に、被告が責任を負
う損害ないし義務の範囲をどう考えるのか

原告の法的救済と被告の責任範囲の限定
の調整

人権の３つの本質的要素
固有性：人が人であることにより当然に有するとされる権利であること
不可侵性：人権が原則として公権力によって侵されないということ
普遍性：人権は人種、性別、身分などの区別に関係なく、人間であることに基づいて当然に享有できる権利で
あること

*IPCC第５次報告書で、気候変動影響の人為性がかなり明確になった＋気候科学の進展（Attribution Science）
が、訴訟のハードルを下げ、人権構成を促進した



３．人権問題を争点とする気候変動訴訟：前提（続）7

【気候変動訴訟で従来問題とされてきた人権（後述）との関係（私見）】

側面 説明 具体例

自由権的側面 公権力からの介入を拒む権利 経済活動の自由

社会権的側面 公権力による基盤整備や補助を求める権利 温室効果ガス排出規制
適切な環境影響評価に基づく規制
公正な移行
（化石燃料関連企業の被雇用者等）

公共の福祉
（国の環境配
慮義務）

国民の権利に対する制約根拠 気候変動対策（脱炭素推進等）

環境に関する人権の性質：自由権的側面（13条等）＋社会権的側面（25条）

*国連人権理事会による安全、清潔、健康的で持続可能な環境への権利決議（2021年10月）も、
日本は棄権
環境「権」を認めることに対しては極めて日本政府は否定的



３．人権問題を争点とする気候変動訴訟：世界8

１．Urgenda Foundation v. the State of Netherlands (最高裁判決：2019年）

概要：原告が886 名のオランダ国民の利益を代表し、国が従来掲げていた温室効果ガス削減目標
（2020年までに対1990 年比で30％）を20％まで引き下げたことを受け、目標値の引き上
げ（40％、または少なくとも25％）を行うよう命じる判決を裁判所に求めて民事不法行為
に基づく訴えを提起

主張する被侵害利益：欧州人権条約（ECHR）第2 条（生命に対する権利）
第8 条（私生活および家族生活が尊重される権利）

対応する侵害行為：国の国民に対する保護義務（Duty of Care）違反に基づく不法行為
判決：請求認容（2020年までに対1990年比で少なくとも25％の排出削減を実現するための適切

な措置を講じるよう政府に命令）
人権との関係：危険な気候変動の脅威は現実であるとして権利侵害を認定

ECHRが保障する権利侵害が自然災害により生じている場合であっても、権利侵
害に対する現実で切迫した危険が存在し、国がこれを認識しているときには、国
において適切な措置を講じる義務が生じる
「現実で切迫した危険」とは、真正で切迫した危険という意味

法政策等への影響：国連人権高等弁務官による歓迎声明（当日）
オランダ政府は判決を受け、政策パッケージを再検討する方針を表明（2020）



３．人権問題を争点とする気候変動訴訟：世界9

２．Juliana v. the United States  (提訴：2015年、係属中）

概要：8 -19歳の原告21名が、気候科学者や環境保護団体の支援の下で、連邦政府を被告とし、不適
切な気候ん同対策が原告らの権利を侵害していることの確認的判決と被告への温室効果ガス排出削減
計画見直しを命じる判決を求めて提訴。2020年1月に裁判所が司法判断適合性を認めず請求却下する
も、原告らは控訴
主張する被侵害利益：安定した気候を享受する権利（修正条項５条：適正手続保障等）

９条：人民の権利に関する一般条項）
対応する侵害行為：国の国民に対する公共信託原理（Public Trust Doctrine）違反
関連する決定：2016年オレゴン州地裁による国の却下動議に対する否認決定

・司法判断適合性の肯定（適正手続違反の主張を肯認）
・本件との関係で必要とされる因果関係の審査密度を緩和
・国の規制による是正可能性を肯定（Massachusetts v. EPA判決（2007）引用）

人権との関係：国の気候変動対策が国民の参画手続の保障を顧みず決定・運用されている点に、適正
手続違反を争う余地を肯定

法政策等への影響：（国内外に対して）将来世代の気候変動訴訟の引き金に



３．人権問題を争点とする気候変動訴訟：世界10

３．Neubauer et al. v. Germany  (最高裁判決：2021年）

概要：11名の若者（うち２名は外国人）が環境保護団体の支援の下、ドイツ気候保護法が当時掲げて
いた温室効果ガス削減
目標ではパリ協定による1.5度目標の達成に不十分であるとして、憲法裁判所に削減目標の引
き上げを申し立てた

主張する権利侵害構成：生命・身体に対する国の国民に対する基本権保護義務（基本法20条a）
判決：ドイツ国民である9名に対して請求認容（現行の2030年目標では、同年までに過大な温室効果

ガス排出を許容する結果となり、1.5度目標達成のためには2030年以降に過酷な排出削減措置
を採らざるを得ないが、これが将来世代である申立人らの基本権を著しく制約すると判断）

人権との関係：カーボンバジェット概念に依拠して、現世代と将来世代を包括した気候正義に基づく
世代間衡平を考慮

法政策等への影響：判決から数か月後、ドイツ政府は気候保護法所定の削減目標引き上げを表明
（2030年までの削減目標：55％→65％

2040年までの削減目標が88％と明示
温室効果ガスニュートラルの達成目標が2050年から2045年に繰り上げ）



３．人権問題を争点とする気候変動訴訟：世界11

４． Royal Dutch Shell v. State of the Netherlands  (ハーグ地裁判決：2021年、控訴審係属中）

概要：オランダを拠点とする６つの環境保護団体とアフリカを拠点とする１つの環境保護団体、及び
17,379名の市民が、いわゆる石油メジャーであるRoyal Dutch Shellを被告として、Shellグ
ループ全体から排出される温室効果ガス削減量について、2030年までに2019年比で45%、少
なくとも25%の削減を命じる判決等を求めて提訴

主張する被侵害利益：欧州人権条約（ECHR）第2 条（生命に対する権利）
第8 条（私生活および家族生活が尊重される権利）

対応する侵害行為：国の国民に対する保護義務（Duty of Care）違反に基づく不法行為
判決：原告の請求を上限で認容し、Shellグループ全体からの温室効果ガス排出について2030年まで

に2019日で45％の削減を命令（→被告控訴）
人権との関係：人権規定の直接適用はできない私人間の事案について、「国連ビジネスと人権に関す

る指導原則」を含む複数の国際文書を引用し、Shellグループ全体からの温室効果ガ
ス排出量がオランダを含む一国の排出量を上回るほど多様であること等を指摘して、
国が国民に対して負う保護義務に準ずる高度の義務を肯定

法政策等への影響：被告は地裁判決を受け、取締役に環境保護活動に親和的な起業家を登用して経営
体制を刷新した等、今後の温室効果ガス排出削減への取り組み強化を表明



４．人権問題を争点とする気候変動訴訟：日本
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https://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2022/06/01/climate-litigation-in-japan-citizens-attempts-for-the-
coal-phase-out/?mc_cid=b35e032a73&mc_eid=1d4f0d1f6b

世界の注目が
高まっているか



４．人権問題を争点とする気候変動訴訟：日本
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１．仙台パワーステーション操業差止訴訟 (提訴：2017年9月、控訴審判決：2021年4月）

概要：石炭火力発電所である仙台パワーステーションの近隣住民ら124名が原告となり、同社を被告
として、気候変動影響、大気汚染、近隣にある蒲生干潟の生物多様性の損失を理由とする人格
権被害等を理由とし、不法行為に基づく差止請求訴訟を提起

主張する被侵害利益：人格権（憲法13条）に基づく平穏生活権
対応する侵害行為：仙台パワーステーション操業に起因する大気汚染物質（PM2.5等）および温室効

果ガスの排出
判決：二審とも請求棄却（大気汚染を理由とする原告らの健康被害に関する平穏生活権につき）

＊一審では温暖化および生物多様性については争点整理段階で争点から除外
人権との関係：【第一審】受忍限度論を採用し、「①行政法規、刑罰法規等に違反し、②公序良俗違

反や権利の内容に該当し、③環境汚染の態様や程度が特別顕著なものであるなど、環
境汚染の態様や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くと言
える場合に」平穏生活権侵害が認められるとし、本件では侵害なしとした
【控訴審】カーボンニュートラルの観点から石炭火力発電所に対する消極的見解の増
加がみられるとしつつ、本件発電所が国民生活のインフラとして相当程度の社会的有
用性ないし公共性を有するとし、「温室効果ガスの排出による地球規模の気候変動…

でも、具体的な危険性までは認められない」として、人格権ないし平穏生活権に基づ
く妨害予防請求権を根拠とする差止請求は理由がないと判断

法政策等への影響：特段なし
事実上、日本の気候変動訴訟の途を開拓



４．人権問題を争点とする気候変動訴訟：日本14

2．神戸製鋼石炭火力発電所増設等民事差止訴訟 (提訴：2018年9月、第一審継続中）

概要：神戸製鋼が既に稼働させている石炭火力発電所2基付近に、新たに2基の新設発電所の設置を計
画していることを受け、近隣住民ら40名が原告となり、同社を被告として、大気汚染に基づく
健康被害および気候変動に基づく平穏生活権侵害を理由とし、不法行為に基づく差止請求訴訟
を提起

主張する被侵害利益：人格権に基づく平穏生活権の内容としての健康平穏生活権
安定気候享受権

対応する侵害行為：新設発電所が稼働した場合に予期される大気汚染物質（PM2.5等）および温室効
果ガスの排出

人権との関係：気候変動影響が人権侵害を構成する事実に関する証拠として、Urgenda最高裁判決
や原告らの居住地近隣のハザードマップ等を提出

＊本訴訟ではここまで、因果関係論や、部分的差止請求論にも重点がおかれてきている



４．人権問題を争点とする気候変動訴訟：日本15

３．神戸製鋼石炭火力発電所増設に係る確定通知取消訴訟
(提訴：2017年11月、第一審判決：2021年3月、控訴審判決：2022年4月）

概要：神戸製鋼が既に稼働させている石炭火力発電所2基付近に、新たに建設が計画された2基の新設
発電所に係る環境影響評価書に対して、国（経済産業省大臣）が発出した確定通知が違法であ
るとして、近隣・関係住民12名が国を相手取り、確定通知の取消しを求めて提訴

主張する被侵害利益：確定通知発出の根拠法規である電気事業法の定める電気工作物の設置に係る規制
が、個別的法益として保護することを目的とするところの、周辺住民等の生命、
健康、生活環境利益等

対応する侵害行為：国の規制権限不行使ないし不適切な行使（環境影響評価法の審査対象・評価基準
の不適切性、とりわけ局長級とりまとめ（2013年）に依拠した審査の不適切性）

人権との関係：原告適格論との関係から、処分の根拠法規である電気事業法上の環境影響評価が、上記
の被侵害権利の保護をその趣旨・目的とするか否かが問題となる
→気候変動影響の個別具体的な人権侵害性や、公益（＝原告適格なし）と個人的法益と
の関係の捉え方（別物なのか、後者の集積が前者なのか）等が議論されてきた



４．人権問題を争点とする気候変動訴訟：日本16

３．神戸製鋼石炭火力発電所増設に係る確定通知取消訴訟（続）

第一審判決（大阪地判令和3年3月15日判タ1492号147-195頁）：請求一部却下、一部棄却
【原告適格に関する判示（一部抜粋）】
小田急高架事件最高裁判決が示した行訴法９Ⅱに関する規範を採用した上で以下のように判示
「（大気汚染を原因とする生活環境被害について）電気事業法の規定は…周辺地域に居住する住民に健
康又は生活環境の被害が発生することを防止し，もって環境を保全し，健康で文化的な生活の確保に
資することを，その趣旨及び目的とするものと解される…。他方…環境影響評価法等の規定が，二酸
化炭素について…我が国全体の環境保全を超えて，特定の地域に居住する具体的な個々人の利益のた
めに二酸化炭素排出量の増加を抑制することなどをその趣旨及び目的とするものとは解し難い。」

「二酸化炭素の排出に起因する地球温暖化によって健康等に係る被害…を受けないという利益は不特定
多数の者が等しく享受するものであり，特定の個人において他から区別される程度に個別的にこれを
享受しているとはいえないのであって、上記利益は，一般的公益に属する利益として政策全体の中で
追求されるべきものであって，各人が個人的利益として自己の判断のみによって追求すべき性質のも
のではないから，原告適格を基礎付けるには足りないものであるというべきである。」

「地球温暖化の影響は大きいと推察されるものの，原告適格を基礎付けるのは法的利益の個別性であっ
て，個々人に対する影響の大きさではないから，そのことによって結論が左右される性質のものでは
ない。」



４．人権問題を争点とする気候変動訴訟：日本17

３．神戸製鋼石炭火力発電所増設に係る確定通知取消訴訟（続）

控訴審判決（大阪高判令和4年4月26日）：控訴棄却
【原告適格に関する判示（一部抜粋）】
原審の判断枠組み（小田急高架事件最高裁判決による行訴法９Ⅱに関する規範）に依拠し、以下のよう
に判示
「我が国において、取消訴訟の原告適格を肯定するためには、少なくとも個人の利益が侵害されるおそ
れがあることを要すると解されるところ、関違法令をみると、C02排出による地球温暖化を介して起こ
る自然災害により、倒人の生命・身体に危険を及ぼすおそれを考慮して、これを避ける法的利益を個人
に認めたものと一義的に解すべき規定は見当たらない。…こうした点を総合すると、環境基本法、温対
法その他関連法令は、文言解釈からすると、それぞれの個人がC02排出に係る被害を受けないことにつ
いては、地球温暖化に係る環境の保全に関する施策等を通じて、地球環境の保全を実現することを企図
したものとされていて、個人の利益として一義的に保障しているものとは解し難い。」
（関連法令としては環境基本法、環境影響評価法、省エネ法、高度化法が列挙）
「控訴人らの主張も…いわば間接的な被害のおそれを理由とするものであって、直接の利益侵筈を主張
するものではない。こうした間銭的な被害を理由とする利益は、一般的に、保護範囲の外延があいまい
になりがちであり、その内実も明確でない場合が多い。C02に関しても、地球温暖化による被害の発生
というのは、地球全体のC02排出最が地球規模で増加することによるものであり、一事業者のC02排出
量が寄与するのは、たとえそれが事業種別でみて排出規模が大きいものと想定される場合でも、地球規
模で、比較すれば、ほんのわずかと考えられ、間接的被筈を受ける個人どの因果関係は希薄である。」
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３．神戸製鋼石炭火力発電所増設に係る確定通知取消訴訟（続）

控訴審判決（大阪高判令和4年4月26日）：控訴棄却 （続）
「カーボンニュートラルの実現については、C02の排出量ばかりでなく、吸収量の施策にも関わるもの
であり、将来の技術発展、さらには、大規模災害等偶発的事象の発生により、削減目標も変わり得る。
このような中、当該一事業者のC02排出量をどの程度とすれば、個人の利益侵害と考え得るのかも大き
な課題である。このように様々な課題があるところ、これらの点は、現状、一義的に明らかであるとは
いえず、国際的あるいは国内的にも、こうした点の議論が成熟しているとみることはできない。そうす
ると、上記各法規を合目的的に解釈しても、C02排出による被害を受けない利益を法的保護に値する個
人の利益と解すべき社会基盤が確立しているとまではいい難い。」
「以上によれば、C02排出に係る被害を受けない利益が重要であって、それが人類にとって、喫緊の政
策課題であることは論を待たないものの、我が国の現段階の社会情勢を踏まえると、一般的公益的利益
として政策全体の中で追求されるべきものと解するほかなく、各人の個人的利益として保障されている
とまでは解されない。したがって、この利益は、原告適格を基礎付けるには足りないといわざるを得な
い。なお、この判断は、現点の社会情勢を前提としたものであって、今後の内外の社会情勢の変化によ
って、C02排出に係る被害を受けない利益の内実が定まってゆき、個人的利益として承認される可能性
を否定するものではない。」
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【これまでに出された判決内容の比較（私見】

判決 気候変動影響に関する人権に
係る判示

カーボンニュートラルへ
の言及

備考

仙台一審判決 なし なし 被告の公害防止協定違反
に配慮

仙台控訴審判決 人格権ないし平穏生活権に基
づく妨害予防請求権を根拠と
する差止請求を基礎づけるだ
けの具体的危険の発生がない
と判断

あり・石炭火力発電所の
意義への否定的評価に言
及

社会情勢に触れつつ、な
お受忍限度論の判断基準
の一基準（発電所の公共
性）に依拠している点で、
いわば古典的

神戸行政一審判決 原告適格を基礎づける
被侵害権利の個別性を重視
Cf. スイス最高裁判決

なし 処分時（判決の基準時）
の状況を重視

神戸行政控訴審判決 処分根拠・関連法規の解釈を
重視・「C02排出による被害
を受けない利益」を個人の利
益と一義的に保障していると
は解し難いと判断

あり・議論の未成熟を理
由に個人の権利を基礎づ
けるに足りないと判断

判決時の社会状況も相当
程度勘案・
司法権の限界を呈示
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2．JERA石炭火力発電所増設に係る確定通知取消訴訟
(提訴：2019年5月、第一審結審：2022年6月6日、判決：同年11月28日）

概要：JERAが一旦廃炉にした石炭火力発電所の跡地に新たに新設を計画する石炭火力発電所につい
て、45名の近隣住民らが原告（その後３名の漁業従事者が追加）となり、当該発電所の建設計
画に係る環境影響評価（リプレースであるとして簡易型手続に拠ったもの）に対して国が発出
した確定通知が違法であるとして、その取り消しを求めて提訴

主張する被侵害利益：確定通知発出の根拠法規である電気事業法の定める電気工作物の設置に係る規
制が、個別的法益として保護することを目的とするところの、周辺住民等の生
命、健康、生活環境利益等周辺住民等の生命、健康、生活環境利益等

対応する侵害行為：国の規制権限不行使ないし不適切な行使（環境影響評価法の審査対象・評価基準
の不適切性）

人権との関係：神戸行政訴訟と重複する内容に加え、
具体的な権利侵害（漁業従事者の経済的権利侵害）
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２．フィリピン人権委員会、気候変動に対するカーボンメジャーの責任に関する最終報告書
（2022年5月6日）

◆2015年に複数の環境保護団体及び個人がフィリピン人権委員会（CHR）に対して、一般的な問題
である「気候変動と海洋酸性化の人権への影響と、それに伴うフィリピンでの権利侵害」、より具体
的な問題である「投資家のカーボンメジャーがフィリピン人の権利を尊重するという責任に違反して
いないか」について調査を求める請願書を提出。2017年に委員会はこの請願を受理
◆2022年5月6日、委員会は47の投資家所有の企業に対して、気候変動を誘発する行為に起因する人
権被害について、複数年にわたる調査の最終報告書を発表
【主要な調査結果】
・カーボンメジャーの製品は、世界の排出量の21.4%に寄与している
・カーボンメジャーは、遅くとも1965年には、自社製品が環境や気候系に悪影響を及ぼすことを早
期に認識、告知、あるいは知見していた

・化石燃料を使用する企業は、気候科学に対する難解な行為に基づく責任に加え、主に投機的な目的
で石油探査への投資を継続したことについても、株主から責任を問われる可能性がある

・バリューチェーンを含め、フィリピンでビジネスを行う、あるいは何らかの理由でフィリピンの管
轄内にいる企業は、人権デューディリジェンスを行うよう強制され、その事業活動から生じる人
権侵害を是正しなかったことに対する責任を問われる可能性がある（

（https://climate.law.columbia.edu/news/june-2022-updates-climate-case-charts?mc_cid=b35e032a73&mc_eid=1d4f0d1f6b
2022年6月8日閲覧)

https://climate.law.columbia.edu/news/june-2022-updates-climate-case-charts?mc_cid=b35e032a73&mc_eid=1d4f0d1f6b
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１．国連人権理事会によるクリーンで健康な持続可能な環境への権利に関する決議
（2021年10月8日・A/HRC/RES/48/13）

（概要まとめ・一原仮訳）
１．クリーンで健康な持続可能な環境への権利を人権と認める
２．１．の権利が他の権利や既存の国際法と関連するものであることを明記する
３．１．の権利の促進は、国際環境法上の原則に則った国際的な環境に関する合意の十分な実施に

よって可能となることを確認する
４．(a) 人権保護義務とそのための取り組みを可能にするような環境保護に向けた努力のためのキャ

パシティビルディングを、国際関連機関、非国家主体、民間企業等との連携の下に、１．の権
利の実現の下、各々の義務に沿ったかたちで行う

(b) １．の権利の実現に関するグッドプラクティスの共有を、このことが他の関連する人権保障
にも相乗効果をもたらすことを視野に入れつつ継続する

(c) 生物多様性や自然生態系の尊重を含んだ、１．の権利の享受のための適切な政策を採る
(d)１．の権利享受に関する人権保護義務および実施を、SDGｓが統合的かつ分野横断的性格を
もつことを考慮しつつ、その実施およびフォローの枠内で行う

（５，６は略）

＊Urgenda最高裁判決同日の声明等も影響している可能性
気候変動影響が人権問題であるとの認識が進展してきた背景に気候変動訴訟の蓄積がある
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・カーボンニュートラルに向かう社会の変化・法政策の変容と、気候変動訴訟及びその枠内で蓄積
した人権理論は、相互作用のもとで相互に発展してきた

・カーボンニュートラルが社会のあらゆる側面において求められていくに従い、気候変動訴訟の主体、
争点、係争地が多様化していったのも、上記相互作用のひとつの顕れである

・気候変動の急速な進展に伴い、カーボンニュートラルの早期実現が喫緊の課題となる中、ともすれ
ば数値的な目標達成のために手段の適否を十分に吟味したのか疑わしい政策も近時は打ち出されてい
るように懸念される（原発の可及的活用、アンモニア混焼等）

・カーボンニュートラルが本来目指していたのは、人間社会を含む地球環境の持続や豊かさのはず
この本来の目的に立ち戻ったとき、脱炭素は目的ではなく手段として位置づけられるべき

・気候変動訴訟を通じた人権理論の蓄積には、気候変動問題を人権問題として位置づけ、関連する
人権を視野に入れつつ課題と向き合う視座の堅持の重要性に警鐘を鳴らし続ける機能が期待し得る

ご清聴ありがとうございました
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